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死刑執行再審と し ての菊池事件と 飯塚事件 

 

                 ２ ０ ２ ６ 年 5 月 3 0 日  德 田 靖 之 

 

第１  死刑執行に至る 経緯と その特異性 

1  菊池事件の場合 

（ １ ） 経緯 

１ ９ ５ ７ 年 8 月２ ３ 日  死刑判決確定 

１ ９ ５ ７ 年～１ ９ ６ ２ 年  F 氏 3 度に及ぶ再審請求 

   １ ９ ６ ２ 年 9 月１ １ 日  法務大臣、 死刑執行上申書に押印 

         ９ 月１ ３ 日  熊本地裁第３ 次再審棄却決定 

９ 月１ ４ 日  死刑執行  

 （ 2 ） 経緯の特異性 

    第３ 次再審請求棄却決定の即時抗告期間中に死刑が執行さ れている  

      ← 第３ 次再審請求では、 死刑判決の柱の 1 つであ る 親族証言が否定

さ れた 

        死刑執行は、 再審請求を 許さ ないため（ ? ）  

2  飯塚事件の場合 

（ １ ） 経緯 

   ２ ０ ０ ６ 年１ ０ 月 ８ 日  死刑判決確定 

                再審の準備開始 

２ ０ ０ ８ 年１ ０ 月１ ７ 日  足利事件で東京高裁 職権でＤ Ｎ Ａ 鑑定を 採用

と の報道 

     ２ ０ ０ ８ 年１ ０ 月２ ４ 日  死刑執行上申 

                即日決裁 

     ２ ０ ０ ８ 年１ ０ 月２ ８ 日  死刑執行 

（ ２ ） 経緯の特異性 

  ア  足利事件と 飯塚事件 
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同じ 時期に、 同じ 技官によ っ て、 同じ 方法（ ＭＣ Ｔ １ １ ８ 型） でＤ Ｎ Ａ 鑑

定がなさ れ、 菅家さ んも 久間さ んも 同じ １ ６ －２ ６ 型と 鑑定さ れていた。  

    イ  法務大臣への上申に際し て、 全面否認事件であ る こ と 、 再審準備中であ る

こ と を 説明せず。  

          → 即日決裁 

     → 記者会見において法務大臣は、 全面否認事件であ る こ と 、 再審準備

中であ る こ と を 不知 

第 2  再審事件と し ての菊池事件 

１  菊池事件と はど のよ う な事件か 

ア ２ つの事件があ る 。 熊本県内の山村で発生し た、 １ ９ ５ １ 年８ 月の第１ 次事 

件( 殺人未遂) と １ ９ ５ ２ 年７ 月６ 日に発生し た第２ 次事件( 殺人)  

イ  無ら い県運動が最も 激し かっ た時期。 村役場でハン セン 病患者の現況調査

を し 熊本県に報告し た元職員が被害者、 ハン セン 病患者と し て届けら れた F

氏が加害者と さ れた 

ウ  一貫し て無実を 訴えたが第１ 次事件で懲役１ ０ 年、 第２ 次事件で死刑 

２  菊池事件の再審事件と し ての特異性 

（ １ ） ハン セン 病隔離政策下における 「 特別法廷」 で審理さ れた事件であ る こ と  

（ ２ ） 逮捕、 取調、 審理、 死刑の執行のすべてにおいてハン セン 病に対する 偏見

・ 差別が反映し て いる こ と    ⇒ ハン セン 病隔離政策への司法の加担責

任が問われる  

（ ３ ） 死刑が執行さ れてし ま っ た事件の再審請求であ る こ と  

              ⇒ 死刑制度の根幹にかかわる  

３  「 特別法廷」 の違憲性と 菊池事件 

（ １ ） 「 特別法廷」 と は何か 

最高裁判所は、 ハン セン 病患者の刑事事件については、 すべて、 裁判所法

６ ９ 条２ 項を 根拠と し て、 裁判所外のハン セン 病療養所や医療刑務所で公判

を 開廷さ せた。  

       １ ９ ９ ４ 年１ 月から １ ９ ７ ２ 年２ 月ま で９ ５ 件に及んでいる 。  
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（ ２ ） 最高裁判所によ る 調査報告の意義と その限界 

ア  最高裁判所は、 ２ ０ １ ６ 年４ 月に「 特別法廷」 についての調査報告書を

公表し 、 「 遅く と も 昭和３ ５ 年以降、 裁判所法６ ９ 条２ 項に違反する も の

であ っ た」 こ と を 認め、 こ のよ う な 誤っ た運用が、 ハン セン 病患者に対す

る 偏見・ 差別を 助長する こ と につな がる も のになっ たこ と 及び「 当事者で

あ る ハン セン 病患者の人格と 尊厳を 傷つける も のであ っ たこ と を 深く 反省

し 、 お詫びする こ と 」 を 明かにし た。 （ 別紙資料「 裁判官会議談話」 ）  

     イ  調査報告の意義 

①  最高裁判所が、 自ら の司法行政上の対応について、 調査のう え 謝罪し

たのは、 歴史上はじ めてのこ と であ る こ と  

②  最高裁判所が、 差別的な取扱いであ る こ と 、 つま り 、 実質的に、 憲法

１ ４ 条違反を 犯し たと いう こ と を 認めている こ と  

     ウ   調査報告書の限界 

      ① 遅く と も 、 昭和３ ５ 年以降と いう 限定を 付し ている こ と  

            ⇒ 菊池事件が除外さ れる  

       ② 憲法の公開原則違反およ び審理の非人道性を 認めていないこ と  

③ 「 特別法廷」 の許可が隔離政策の一環と し てなさ れたも のであ る こ と

が明確にさ れていないこ と  

       ④ 被害回復のための再審の必要性について全く 論及し ていないこ と  

４  菊池事件における 逮捕から 死刑執行に至る ま での差別的取扱いについて 

（ １ ） 逮捕から 取調べに至る 過程 

     ア  拳銃の発砲によ る 右前腕貫通銃創・ 尺骨の複雑骨折の重症 

     イ  応急手当を 行っ た内科医、 外科医の証言 

①内科医 「 ぽたぽたと 流れ落ちる 大出血で対応でき なかっ た。 」  

②外科医 「 悪質な病気と 聞いていたので、 早急に手当て し て帰ら せる こ

と が先決と 考え、 レ ン ト ゲン も と ら ず手探り で骨折の見当を

付け治療し て帰ら せた。 」  

ウ  再三の鎮痛剤投与下の取調べと 「 自白」 調書の作成 
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外科医院から 帰っ た直後 ３ 度に及ぶ鎮痛剤の投与 当日午前 1 時に鎮

痛剤を 看護師が持参し て 投与 翌朝４ 時に医師往診し て 鎮痛剤の注射 

同日午前８ 時と 午後の８ 時の合計 3 回の鎮痛剤の注射  こ のよ う な状

態下で、 弁解録取書と 2 通の供述調書  

⇒凶器は草刈鎌と の署名のない虚偽の自供書 

（ ２ ） 審理における 「 弁護」 の不在 

     ア  罪状認否における 「 何も 言う こ と はない」 と の陳述 

     イ  書証すべて に同意  ウ  証人尋問、 被告人質問の懈怠  エ 検証へ

の不参加 

（ ３ ） 死刑執行に至る 経過 

    第３ 次再審請求棄却翌日の死刑執行 ⇒第４ 次再審請求を 封殺 

 5  第 4 次再審請求に至る 経過 

 （ 1 ） 死刑執行によ る 遺族の再審請求の困難性 

（ 2 ） 検察庁に 対する 再審請求要請と 最高裁判所に 対する 特別法廷検証要請

（ 2 0 1 3 .1 1 .6 ）  

 （ 3 ） 菊池国賠訴訟の提起（ 2 0 1 7 .３ .3 1 ） と 違憲判決の獲得（ 2 0 2 0 .2 .2 6 ）  

 （ 4 ） 国民的再審請求書の提出（ 2 0 2 0 .1 1 .1 3 ）  

 （ 5 ） 遺族によ る 第 4 次再審請求（ 2 0 2 1 .4 .2 2 ）  

 ６  第４ 次再審請求の現段階 

 （ 1 ） 憲法的再審事由の主張 

  ア  特別法廷の違憲性（ 1 3 条、 １ ４ 条、 ３ ７ 条 1 項）  

  イ  弁護人の弁護活動の違憲性（ 3 7 条３ 項）  

 （ 2 ） 実体的再審事由の主張 

  ア  新証拠と し ての法医学鑑定 

確定判決が凶器と 認定し た短刀では、 遺体の第 8 肋骨の「 正鋭」 な創傷は

形成さ れない 

  イ  新証拠と し ての供述心理学鑑定 

確定判決の証拠の柱と し ての親族供述は、 捜査官の誘導によ り 作出さ れた
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も のであ り 、 信用性がない 

 （ 3 ） 「 証人」 尋問の実施 

ア 内田博文九州大学名誉教授「 憲法的再審事由」 についての証人（ 2 0 2 4 .1 0 .1 ） 

  イ  山本啓一（ 法医学者） 氏の証人尋問（ 2 0 2 5 .3 .1 8 ）  

  ウ  大倉得史京都大学教授の証人尋問（ 前同日）  

 （ 4 ） 総括プレ ゼン の実施（ 2 0 2 5 .7 .7 ）  

 （ 5 ） 熊本地裁決定（ 2 0 2 6 .2 1 .2 8 ） の要旨と その問題点( 別紙「 決定骨子」 )     

  ア  確定審の審理は、 憲法１ ３ 条、 １ ４ 条違反であ り 、 ３ ７ 条１ 項違反の疑い

も 認めら れる が、   

 こ れら の違憲性は確定判決の証拠関係に影響し ないので再審事由に該当し な

い。  

   ⇒ 憲法違反の確定判決を 放置し ても 構わない。  

イ  弁護人の弁護は好ま し く はないが、 書証に同意し たう え で無罪を 勝ち取る

と いう 方針であ  

 っ た可能性があ り 、 憲法３ ７ 条違反と は言えない。  

   ⇒ そのよ う な 方針であ っ た弁護人が、 親族の証人尋問も 請求せず、 職

権で採用さ れた 

 被告人質問において も 何ら の質問を し て いない等と いう こ と があ り う

る のか。  

ウ  実体的再審事由に関する 新証拠は、 確定判決の事実認定を 覆すには足り な

い。  

第 3  再審事件と し ての飯塚事件の特異性と 経過 

１  第一次再審で明ら かになっ た飯塚事件の特異性 

（ １ ） 死刑判決の証拠の柱 

  ①科警研によ る МＣ Ｔ 1 1 8 型Ｄ Ｎ Ａ 鑑定 

  ②遺留品発見現場付近での車両の目撃証言( Ｔ 証言)  

  ③被害児童を 最後に目撃し たと の証言( О証言) と その付近での車両の目撃証言 

 ( ２ )  捜査過程における 証拠の改ざ ん、 誘導、 隠匿の事実 
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ア ＭＣ Ｔ １ １ ８ 型Ｄ Ｎ Ａ 鑑定写真の改ざ んと 犯人特定証拠の隠滅 

①  裁判所の指示で取り 寄せた鑑定実験写真のネガフ ィ ルム によ っ て、証

拠写真の改ざ んが明ら かになっ た( 別紙「 鑑定写真」 )  

②  被害児童の膣内から 検出さ れた血液を 含んだ綿花の処分ないし 隠匿 

  → こ のため、 最新のＤ Ｎ Ａ 鑑定によ る 真犯人の特定不能に 

イ  Ｔ 証言形成過程の「 犯罪的」 と いう べき 特異性 

   ・ Ｔ の初期供述は、 ３ 月２ 日の「 紺色ワ ゴ ン 車」 のみ。  

   ・ Ｔ の最初の員面調書は、 １ ９ ９ ２ 年３ 月９ 日付け( 作成者大坪警察官)

で、 以下の内容。  

① ト ヨ タ やニッ サン ではない。  

② ラ イ ン はなかっ た。  

③ 後輪ダブルタ イ ヤ 

④ 窓にフ ィ ルム が貼っ てあ っ た  

   ・ 検察官が開示し た登尾報告書の別表に、 大坪警察官が３ 月７ 日に、 久

間さ んの車を 見分し 「 ラ イ ン がないこ と 」 を 確認し ていた。  

     ( 注 久間さ んの車は、 マツ ダのエス ト コ ース ト で、 車体に黄色の派

手なラ イ ン があ る のが特徴。 と こ ろ が、 久間さ んは購入後、 そのラ

イ ン を 消し ていた。別紙資料がウ エス ト コ ース ト のカ タ ロ グ と 久間

さ んの車の写真)  

   ・ Ｔ の実況見分時の指示説明における 後輪ダブルタ イ ヤの現認方法 

      通り 過ぎ てから 振り 返っ て現認し た( 別紙資料写真、運転席側の窓

ガラ ス から 肘が出た状態での振り 返り ) 。  

      し かし ながら 、 実況見分は５ 月に実施。 事件は、 厳冬期の山中。  

        ←窓ガラ ス を 開けたま ま 山道を 運転する こ と はあ り えない。  

・ 久間さ んが車を 売却後、 押収し て見分し たと こ ろ 、 後輪ダブルタ イ ヤ

は、後方８ メ ート ル以上離れた地点でないと 現認でき ないこ と が判明。  

              → Ｔ の新たな供述調書「 後輪が前輪に比べて 小さ かっ たので後輪

ダブルタ イ ヤと 判断し た」と 変遷。 → 捜査官に翻弄さ れている 。 
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( ３ )  法廷での警察官の偽証 

確定審の控訴審で証人と し て 出廷し たＦ 警察官 「 Ｔ の供述を 経て 初めて

犯行に使用さ れた車両を マツ ダボン ゴ 車と 特定し た」 と 証言し 、 判決はこ れ

を そのま ま 採用し た 。  

２  第一次再審における 裁判所の判断 

（ １ ） 科警研Ｄ Ｎ Ａ 鑑定は信用性が認めら れな い。  

（ ２ ） Ｔ 証言の内、 後輪ダブルタ イ ヤの部分は、 誘導さ れて いな いので信用し う

る  ←３ 月４ 日の捜査報告書にＴ が「 後輪ダブルタ イ ヤ」 と 述べて いる  

（ ３ ） 他の情況証拠によ っ て 有罪と 認定し う る 。  

３  第二次再審の現段階 

（ １ ） 新証拠と その意義( 明白性)  

 ア  被害児童を 最後に目撃し たと さ れて いたО証人の新供述 

     「 私が目撃し たのは事件当日ではな いのに、警察官に強引に誘導さ れた」

と の新供述 

      ← 私の曖昧な 供述のせいで久間さ んが死刑にさ れた と いう 自責の

念から 、 2 6 年の時間を 経て 、 弁護士事務所に連絡。  

       → こ の新供述によ っ て 確定判決の柱の③が証拠と し て 無意味化 

   イ  事件直後に、 犯人と 被害児童を 目撃し た と の木村供述 

     「 誘拐事件と の報道を 知り 、 翌日警察に通報し 、 警察官から 事情聴取を

受けたが、目撃し た 車が軽貨物であ る こ と を 言っ た 途端に調書化さ れな

かっ た。 」 「 その後久間さ んの第１ 回公判を 傍聴し たが、 目撃し た人物

は全く 別人」  

（ ２ ） 福岡地裁での審理の経過と 攻防の焦点 

ア  木村証人と О証人の尋問の実施 

イ  証拠開示を 巡る 攻防 

① 大坪警察官の３ 月７ 日付捜査報告書の開示要求 

 検察官「 不見当」 ⇒ 裁判所は反応せず 

② О証人の初期供述に関する 証拠の開示 
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 検察官「 不見当」 ⇒ 裁判所「 送致文書のリ ス ト あ る のか」 ⇒検察官「 あ

る 」 ⇒裁判所「 開示勧告」 ⇒検察官「 裁判所には証拠開示を 勧告し たり 命

令する 法的根拠な し 」 と し て 開示を 拒否⇒裁判所反応せず 

（ ３ ） 福岡地裁の決定( 2 0 2 4 年 6 月 1 5 日)  

   ア  О新供述は、 ３ ０ 年以上昔の出来事に関する も のであ り 、 旧供述の方が

信用でき る 。 警察官には、 虚偽の供述を 誘導する 動機はな い。  

    ⇒裁判所は、 信用性を 否定する こ と で新旧証拠の総合評価を 回避 

  イ  木村証言は短時間の目撃にすぎ ず特定性に欠ける 。  

（ ４ ） 即時抗告審の開始 

ア  第１ 回進行協議（ ２ ０ ２ ４ .１ ０ .２ ８ ）  

裁判所 検察官に対し て  以下の２ 点について 証拠開示勧告 

① О証人、木村証人の初期供出について 再度その所在について 調査し 、

存在し た 場合は提出する こ と 、 存在し な い場合には、 ど のよ う な 調

査を 行っ たのかについて 1 2 月 2 7 日ま でに文書で説明する こ と  

② 警察から 検察官に送致さ れた 証拠の目録を あ り のま ま 提出する こ と  

      イ  検察官の回答 

① 不存在 

② 提出し な い 

   ウ  第２ 回進行協議（ ２ ０ ２ ５ .１ .３ ０ ）  

     裁判所、 検察官に対し て 、 イ ン カ メ ラ ( 裁判官に対し てのみ提示) 勧告 

       ⇒ 検察官 応じ る  

       ⇒ イ ン カ メ ラ 実施 書類目録に初期供述存在せず 

   エ 第３ 回進行協議（ ２ ０ ２ ５ .３ .２ ４ ）  

     弁護人、 イ ン カ メ ラ の継続によ る 再精査及び弁護人への開示要求 

   オ 第４ 回進行協議（ ２ ０ ２ ５ .４ .２ ２ ）  

     裁判所、 弁護人の要求に応じ ず 

   カ  第５ 回進行協議（ ２ ０ ２ ５ .６ .３ ）  

     裁判所、 審理終結 
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   キ  弁護士人によ る 総括プレ ゼン （ ２ ０ ２ ５ .９ .３ ０ ）  

（ ５ ） 福岡高裁棄却決定（ 2 0 2 6 .2 .1 6 ） と その問題点 

新証拠への信用性を 認めず、その結果と し て 弁護人が主張し た 証拠の改ざ                  

んや偽証について の判断を 示さ ず、第一次再審請求決定の問題点にも 論及し

な かっ た  

    現在、 最高裁に特別抗告中であ る   

第 4  死刑執行事件の再審請求と し て の特殊性と 再審開始の意義 

（ １ ） 死刑制度の残虐性 

   ア  袴田さ んの心身を 破壊し たも の 

  イ  F さ ん及び久間さ んの命は取り 返せな い 

（ ２ ） 死刑判決と 再審開始 

 確定死刑判決執行前の再審請求と 死刑執行再審請求の相違 

  ⇒ 死刑執行再審の場合、再審開始は国家によ る 無辜の市民の殺害を 意

味する こ と にな る 。  

  ⇒ 死刑制度の根幹を 揺る がすこ と につな がる 。  

  ⇒ 担当裁判官への厚い壁と し て 機能する 。  

（ ３ ） 菊池事件、 飯塚事件再審開始は、 死刑制度廃止に向け て の橋頭堡 

（ ４ ） 死刑執行停止制度の必要性 






